
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

当社は、経営の効率性・透明性を向上させ着実な業績を上げつつ、株主の立場に立って企業価値を最大化することが、コーポレート・ガバナンス 
に関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつとして位置づけております。 
 
（１）株主価値の最大化 
株主の投資価値を高めるため、社長自らが、経営理念、事業目的、行動規範を明示し、「能力」と「熱意」と「考え方」の優れた企業貢献意欲の高 
い役職員が一致団結して同じ方向を向いて活動することが、業績向上のために必要不可欠な要素と考えております。 
現在、当社は、役職員全員が、会社の経営目標である分譲住宅事業における「顧客満足日本一」と土地有効活用事業における「日本一愛される 
土地有効活用事業部」の達成を目指して努力しており、今後も継続的に安定した業績を上げられるよう邁進してまいります。 
分譲住宅事業では個々のお客様の個性に適合した立地・建物の供給のみならず、住宅の引渡以降もアフターサービスを通じて「フジ住宅で買っ 
て良かった、建てて良かった」と言って頂ける、お客様に顔を向けた責任を負える住まいづくりを、土地有効活用事業では自分の親を安心して預け 
られる、一人暮らしの高齢者が安心して暮らせる住まいとして、高齢者のニーズに対応するサービスを備えた高齢者専用の賃貸住宅「フジパレス 
シニア」等、オーナー様、入居者の皆様に愛される賃貸住宅の供給を目指しています。いずれの事業におきましても、お客様のストレートな声を頂 
戴し、これを種々の改善につなげています。 
 
（２）取締役会 
経営環境の変化に対応した競争優位性の高い戦略を策定し、スピーディな意思決定を行うため、取締役会を原則月１回開催し、緊急を要する案 
件があれば機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会は、現在６名の取締役で構成されており、取締役会においては、活発な議論が 
交わされるよう努め、合議制により迅速な意思決定がなされております。 
 
（３）監査役・監査役会 
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役１名と社外の非常勤監査役２名で構成されており、監査役は、取締役会及び 
部門長会議に出席して意見を述べるほか、内部監査部門や監査法人への監査立会いなどを通じ、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅 
広く検証するなどの経営監視を実施しております。 
 
（４）社内の情報開示体制の強化 
情報開示の正確性・公平性・適時性を確保するため、「情報開示規程」を制定し、グループ全体の情報開示システムの再構築と標準化を行うとと 
もに、社内の適時開示に関する意識の向上に取り組んでおります。「情報開示規程」において、情報開示責任者をＩＲ室長と定め、適時開示に関 
する各部署の役割と責任を明確にしております。また、情報開示に際しては、社内の関連各部署が情報開示の検討と吟味を行い、各部署が作成 
した開示資料を相互チェックすることで、情報収集から開示手続きの適正を確保する仕組みが構築されております。 
 
（５）ＩＲ活動の質の向上    
株主、投資家の皆様に対し、適時・適切・迅速で分かりやすい情報発信を基本方針とするＩＲ活動に努めております。具体的には、当社のホーム 
ページ上での決算短信及び補足資料その他の取引所開示資料の公開、ＩＴ決算公告の導入、アナリスト・機関投資家向けや一般投資家向けの会 
社説明会の積極的な開催やＩＲイベントへの参加を通じて、企業内容の積極的な情報開示に努めております。 
また、中長期的な会社の方向性を株主及び投資家の皆様に公平に開示するために、経営指標を発表しており、これを当社のホームページのＩＲ 
欄に掲載しております。また個人株主の皆様に会社の経営理念・方針及び経営状況や方向性をより良くご理解頂くために株主通信を分かりやす 
く作成すると同時に、株主アンケートにより個人株主の声を頂戴し、これを次の株主通信のＱ＆ＡやＩＲ活動に反映しています。 
なお、当社の決算発表につきましては、決算期日から４０日以内と設定し、決算発表の早期化・分散化に努めております。 
 
（６）内部統制の強化 
企業が社会的責任を十分に果たしていくためのコーポレートガバナンスを支える重要な仕組みの1つが内部統制であり、この内部統制の強化へ 
の取り組みは、経営者自らの責任であるということを認識した上で、企業が社会的責任を十分果たしていくために最も重要な取り組みの1つである 
と考えております。このため、具体的な内部統制強化への取り組みとして、平成19年2月より内部統制推進委員会を設置して、定期的な会議での 
活発な意見交換を実施しております。また、内部統制の4つの目的である1.業務の有効性と効率性2.財務報告の信頼性3.事業活動に関わる法令 
の遵守4.資産の保全を図るため、内部統制の統制環境に着目した組織・社風を形成しております。 
また、さらなるモニタリング（監視活動）の充実を図るため、内部監査室をコンプライアンスやリスク管理を維持・強化するための補完組織であると 
位置づけ、法律や社内規則に従った業務遂行に対する社内チェックを継続実施しております。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE FUJI CORPORATION LIMITED

最終更新日：2011年11月11日

フジ住宅株式会社
代表取締役社長 宮脇宣綱

問合せ先：取締役経理部長 石本賢一 ＴＥＬ：０７２－４３７－４０７１

証券コード：8860

http://www.fuji-jutaku.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

今井 光郎 3,752,450 10.18

株式会社フレックス 3,422,800 9.29



補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

親会社や上場子会社を有していないため、記載内容の省略をしております。  

株式会社フジ住宅従業員共済会 2,561,000 6.95

フジ住宅取引先持株会 1,610,800 4.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,039,900 2.82

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託紀陽銀行口） 1,012,000 2.75

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 900,500 2.44

株式会社池田泉州銀行 681,200 1.85

株式会社紀陽銀行 585,900 1.59

今井 志朗 581,400 1.58

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、大阪 第一部

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は、会計監査人の監査計画、監査結果について定期的に報告を受けるほか、経営管理上の問題について、適宜、意見交換を行っておりま 
す。 
また、監査役は内部監査部門から定期的に監査結果を受け取り、それぞれの任務が効率的に遂行できるよう意見交換を行っております。 
各部署における業務の統制行為の充実を図った上で、この統制行為を監査役監査と連携させることで、相乗効果が生まれ、より活動的で機能の 
強化された監査活動を行えると考えております。  

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任していない

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 3 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
岩井 伸太郎 公認会計士    ○    ○ ○

高谷 晋介 公認会計士    ○    ○ ○

a 親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している



会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

取締役や従業員の会社に対する貢献意欲や株主重視主義を念頭に置いた経営参画意識の向上を図るため、ストックオプション制度を導入し、一 
定のインセンティブを付与しております。  

該当項目に関する補足説明 

ストックオプションの付与対象者については、取締役だけでなく、監査役、従業員、子会社の従業員を対象としております。企業の価値向上には、 
グループ企業の全役職員が一致団結して志気を高めることが必要であると認識しております。  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

取締役と監査役に区分し、それぞれ年間報酬総額を開示しております。  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

―――  

i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

岩井 伸太郎 ○ ―――

公認会計士として監査の実務に精通しており、 
監査役監査に必要十分な知識、経験、能力を 
有している。 
また、独立役員の属性として、取引所が規程す 
る項目に該当するものはなく、一般株主と利益 
相反の生じる恐れがないと判断する。

高谷 晋介 ○ ―――

公認会計士として監査の実務に精通しており、 
監査役監査に必要十分な知識、経験、能力を 
有している。 
また、独立役員の属性として、取引所が規程す 
る項目に該当するものはなく、一般株主と利益 
相反の生じる恐れがないと判断する。

独立役員の人数 2 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の従業員

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

常勤監査役１名が非常勤監査役２名をサポートし、取締役会開催の都度、事前に付議案件の説明を行っております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

取締役会及び監査役会により業務執行の監督及び監査を行っております。 
取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位 
置づけ、運用を行っております。 
監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行についての監査を行ってお 
ります。 
公認会計士監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、決算時における監査を受けているほか、経営及び組織的な問題点等におい 
て適宜アドバイスを受けております。 
業務を執行した公認会計士の氏名は、以下のとおりです。 
有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員  川崎 洋文 
有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員  美馬 和実 
なお、継続関与年数については、７年以内であります。  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 

監査役３名のうち、２名が社外監査役であり、取締役会をはじめとする重要な会議への出席などにより、独立性の高い立場から意見表明を行って 
おり、取締役の職務遂行の監視機能が十分機能していると認識しております。 
当社の社外監査役は、取締役の業務執行の有効性や効率性について独立的かつ公正な立場で適宜に検証を行っており、実効性のある監査を 
実現しております。また、定期的に代表取締役、会計監査人及び内部監査部門と情報交換を行っており、法的にも社外監査役に重要な会議への 
出席権の保証がなされていることから、当面、現状のガバナンス体制を維持することで十分な監視活動を実現していると考えておりますので、現 
在のところ社外取締役の選任は予定しておりません。 
なお、調査権の実行ということからすれば、社外監査役であれば適宜に調査権を行使して取締役の業務執行の調査を行うことができ、社外取締 
役よりも社外監査役の方がより積極的で活動的な調査を行えると考えております。  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
株主総会は、集中日を避けて開催し、できるだけ多くの株主の皆様に出席していただき、発言 
していただける機会を設けております。

電磁的方法による議決権の行使
株主総会に出席できない株主に対し、書面による議決権行使の他に、インターネット及び携帯 
電話による議決権行使制度を導入しております。

その他

株主総会開催までの待ち時間を利用して、株主の皆様に会社をより一層知っていただくため 
の資料として、株主総会会場に、「フジ住宅が出来た理由」「家族からはじまる物語」「経営理念 
小冊子」「親孝行月間感想文」「ＩＲトップインタビュー」をご自由にお取りいただけるよう置いてお 
ります。

補足説明
代表者自身
による説明
の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
本決算・第2四半期決算発表後に、大阪または東京において「個人投資家向 
けの会社説明会」を実施しています。また、その際に事業の背景となる経営 
理念や経営方針を同時に説明しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算・第2四半期決算発表後に、大阪、東京において「アナリスト・機関投資 
家向けの決算説明会」を実施しています。また、その際に事業の背景となる経 
営理念や経営方針を同時に説明しております。

なし

海外投資家向けに定期的説明会を開催 上記に含む。 なし

IR資料のホームページ掲載
代表者自身が、経営理念・方針を語っているＩＲビデオをはじめ、トップインタ 
ビューＱ＆Ａ、決算短信、有価証券報告書及び四半期報告書、適時開示情 
報、株主総会招集通知、株主通信等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 平成１７年４月１日付で、ＩＲ活動の専門部署として、ＩＲ室を設置いたしました。

その他
株主、投資家の皆様とのコミュニケーションを図りＩＲ活動に反映させるため、 
株主通信配布時に株主アンケートを実施しており、ご意見やご質問をいただ 
きました株主様に、ＩＲ室から回答をしております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

「経営理念・行動指針」とこれをもとにした各種社内規程を制定し、従業員、お客様、取引先、株 
主、地域社会等のステークホルダーの立場の尊重を規定しております。

「環境美化活動」 
地域活動の一環として、本社ビル及びおうち館各店舗の前面道路を含む周辺道路一帯を、毎 
朝、当社スタッフが道路清掃をしております。 
その結果、おうち館岸和田店の前面歩道が「アドプト・ロード・土生町2丁目」と大阪府から認定さ 
れた他、当社の道路美化に関する取り組みや地域の清掃活動への貢献が認められ、平成20年 
8月に大阪府道路協会より「道路功労賞」、平成21年10月に泉佐野市の「環境美化善行者表 
彰」、平成23年8月に国土交通省より『平成23年度「道路ふれあい月間」における道路愛護団体 
等の国土交通大臣表彰』を受賞いたしました。 
今後も、地域に愛されるきれいな道路づくりや地域の環境美化に取り組んでまいります。 
 
「WFP」 
国連唯一の食料支援機関であり飢餓と貧困の撲滅を使命とした世界最大の人道支援機関であ 
るWFP（国連世界食料計画）の支援企業として評議員を務めさせていただくことにより従業員や 



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

顧客、その他の株主の方々が、人々の命を救うというWFPのミッションに関与しております。 
 
「ユニセフへの寄付」 
お取引先様よりいただきました中元歳暮等の贈答品を社内オークションで役職員が買い取り、 
買取代金の全額をアフリカ等の子供たちの命を支える活動をしている財団法人日本ユニセフ 
協会へ寄付を行っております。 
 
「安全ちょうちん」 
通学時の子供の安全を守るため、LLP全国安全推進協議会がネットワーク活動として行ってい 
る「安全ちょうちんネットワーク運動」に参加し、犯罪発生時の「初期安全確保」のための地域活 
動として子供たちや高齢者の大切な生命を守っていく運動を行っております。 
 
「AEDの設置」 
当社に設置されているAEDは広く地域の皆様にも緊急時に使用していただくため、本社玄関の 
ドアには、AED設置場所の案内ステッカーを掲示しています。また、大阪府のホームページから 
リンクしている「AED設置場所マップ」に当社がAED設置企業として掲載されており、地域社会の 
皆様のお役に立てるよう、今後も整備の拡大に努めます。 
 
「チャレンジ25キャンペーン」 
ＣＯ２を削減し地球温暖化防止のための国民的運動として発足した「チャレンジ25キャンペーン」 
に賛同し、当社は、平成22年10月に企業チャレンジャー登録を行い、企業活動として地球温暖 
化防止に努めることを宣言いたしました。 
 
「がん検診企業アクション」 
当社は、平成23年９月、国と企業が連携してがん検診受診率50％超を目指す厚生労働省委託 
事業「がん検診企業アクション」の趣旨に賛同し、同事業の推進パートナー企業となりました。 
当社では既に、一般的な健康診断に加え、全役職員の血液検査に腫瘍マーカー検査を追加 
するとともに、35歳以上の全役職員を対象とした胃のレントゲン検査、女性役職員を対象とした 
乳がん検査も追加して実施するなど、がん検診受診による「がんの予防・早期発見」を積極的 
に推進してまいりました。 
今後は、「がん検診企業アクション」の一員として社会的にもがん検診の大切さを広く啓発して 
まいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は東証一部昇格後は機関投資家向けの活動を積極的に実施しておりますが、従来の個 
人投資家重視の方針に変更はなく、1.情報の開示に際し、絶対にうそをつかない、隠さないこ 
とをモットーとしております。2.客観的なデータを開示することとしております。3.何事も明確に 
分かりやすく表現するよう努めております。4.業績の良し悪しにかかわらず継続して実施して 
おります。 
具体的には、情報開示規程で、すべての株主及び投資家の皆様に対し、適時、正確、かつ公 
平な情報提供をし、金融商品取引法や適時開示規則に沿って、速やかに情報開示を行うこと 
を規定しております。また、当社は、個人株主（投資家）の重要性を認識し、個人株主（投資家） 
の拡大に向け会社説明会を積極的に開催してまいりましたが、平成19年2月には東証上場会社 
表彰選定委員会から、当社の適時開示、法定開示、IR活動の状況、個人株主（投資家）の拡大 
に寄与したことを高く評価され、「個人株主拡大」の表彰を受けました。当社は、１５年以上前か 
ら他社に先駆けて個人投資家向けの会社説明会をスタートさせ、将来個人株主様から過半数 
の議決権行使を頂戴したいとの夢に向かって、個人株主（投資家）に特化したIR活動に全力を 
挙げてまいりました。 
生の企業情報に触れる機会の少ない個人株主（投資家）の皆様を対象に、会社説明会を中心 
に継続的にIR活動を展開してきたこと、説明会や株主アンケートで頂戴したご意見、ご質問を次 
のIR活動に活かすなど、個人株主様とのコミュニケーションを何よりも大切にしております。今 
後は団塊の世代が続々とリタイアされインターネットを駆使する個人株主（投資家）が中心とな 
ろうとする状況で、会社説明会に代えてより多くの個人株主（投資家）に効果的にアピールする 
ために、ホームページを充実し、インターネットを通じて種々の情報を開示、発信するＩＲ活動を 
展開する所存です。また、昨今、スマートフォンが急速に普及していることから、スマートフォン 
サイトを新設し、スマートフォン利用者へのインターネットを通じたＩＲ活動も展開いたします。 
今後とも業績の向上を図りIR活動をいっそう推進することで、長期的な株主・個人投資家の皆 
様のご信頼を頂戴すべく邁進してまいります。

その他
株主、投資家、お客様、お取引先様、地域社会と適切で調和のとれた経営が、長期的なステー 
クホルダーの利益につながるものと考えております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方 
(1)常に全社レベルでの情報共有化や部門内、部門間の報告・連絡・相談の徹底、経営理念・方針の浸透による意思決定と行動の早さ、効率経営 
を心掛けているため、極めて機能的な組織となっております。 
(2)経営理念・方針を小冊子にまとめ、全役職員に小冊子の携帯を義務付け、経営理念・方針の完全な理解と実践を心掛けるよう指導しておりま 
す。 
(3)当社は、かねてより社内組織として法務部を設置し、業務の適正・健全化を図るべくコンプライアンスを重視した経営を心がけておりますが、よ 
り一層の強化・徹底を図るべく、平成１８年１１月１５日付で「リスク・コンプライアンス推進委員会」を設置いたしました。「リスク・コンプライアンス推 
進委員会」では、当社グループ内で発生しうるリスクについての分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、各 
部署から選任されたリスクに関する責任者への指導を通じて、リスク管理体制を構築・強化することを目的としております。また、コンプライアンス 
体制を確立し、全役職員への周知・徹底を図り、社内研修等を通じてコンプライアンスの重要性についての啓蒙を行うとともに定期的にコンプライ 
アンス体制のチェックをしております。 
(4)平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用された「内部統制報告制度（日本版ＳＯＸ法）」に対応する内部統制の整備促進を目的とし 
て、平成19年2月2日付で「内部統制推進委員会」を設置いたしました。「内部統制推進委員会」では、財務報告の信頼性に影響を与えることが予 
想される各部門における業務プロセスについての個別課題の協議や実施スケジュール管理を組織横断的に行っており、「リスク・コンプライアンス 
推進委員会」と定期的な連絡会を持ちながら相互の情報交換をし、当社グループ内の全役職員に対し、積極的な啓蒙活動を行うことで内部統制 
への一層の理解と浸透を深めております。 
(5)取締役会及び代表取締役がリスク管理や内部統制システムを整備する責任を負っているとの認識の下、通常の業務執行部門とは独立した内 
部監査室を社長直属組織として設置しております。内部監査室は、会計監査、内部統制監査及び経営監査並びに子会社調査により業務プロセ 
スの適正性、妥当性及び効率性など業務執行部門の監査を通じて、組織横断的に内部統制システムの運用状況を監査するとともに、監査結果 
のフォローアップを実施し、問題点の解決を図っております。 
(6)企業は人なりの言葉どおり、経営理念・方針に基づく人材育成と、パートタイマーの方を含め役職員全員が全員を評価する360度の公平・公正 
な人事評価・査定による志気の向上を通じて育成された人材を業績向上の原動力としております。 
 
２．業務の適正を確保するための体制 
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、取締役会において決議した内容は以下のとおりであります。 
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
保存、管理の対象とすべき情報を明確化する。 
これに伴い文書管理規程等を見直し、文書の保存、管理を適正に行う。 
(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
a.コンプライアンス、環境、災害、品質管理などに係るリスクについては、それぞれの対応部門で必要に応じ規則・ガイドラインを制定、研修の実 
施、マニュアルの作成・配布などを行う。 
b.新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は代表取締役社長から全社に示達するとともに、速やかに対応責任者となる取締役を定め 
る。 
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等を定めるとともに、合理的 
な経営方針の策定、全社的な重要事項について検討・決定する部門長会議等の有効な活用、各部門間の有効な連携の確保のための制度の整 
備、運用、取締役に対する必要かつ効果的な研修の実施等を行う。 
(4)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
a.グループ企業全体の企業行動憲章を作成し、使用人全員への浸透を図る。 
b.リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、各部門にリスク・コンプライアンス責任担当者を配置する。 
(5)当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 
a.当社グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、会議の開催による多面的な検討を経て慎重に決定する仕組みを設ける。 
b.社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体で毅然とした姿勢で対応する。 
c.当社グループは、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、組織の業務全 
体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備・運 
用及び評価を行うものとする。 
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
取締役の指揮命令に服さない専属の者を配置する。 
(7)(6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項 
専属の者の人事異動については、監査役は事前の報告を受け、必要な場合は理由を付して人事担当取締役に変更の申し入れを行う。 
(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
a.部門長会議で審議・報告された案件。 
b.内部監査室が実施した内部監査の結果。 
c.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき。 
d.監査役会への報告は常勤の監査役への報告をもって行う。 
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
a.内部監査室、秘書室、法務部、人事室、総務部、経理部、財務部所属の使用人が補助する。 
b.特に内部監査室は、監査役との緊密な連携を保ち、相互に補完する関係を構築する。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
当社の経営理念・行動指針において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度をとり、反社会 
的勢力に経済的な利益は一切供与しないことを定めております。 
２．反社会的勢力排除に向けた整備状況 
(1)対応統括部署 
反社会的勢力に対しては、担当者、担当部署に一任するのではなく、会社全体として対応することとし、反社会勢力の関係者と思われるものに金 
銭その他の経済的利益の提供することを禁止しております。なお、反社会的勢力に対する対応責任者は、総務部責任者とし、法務部責任者がそ 
の補佐を行うこととしております。 
なお、当社と取引を行う相手先の「反社会的勢力」との関わりについて、原則として、信用調査等により「反社会的勢力」と関わりがないことを確認 
した上で取引を開始しております。 
(2)外部の専門機関との連携状況 



当社は、企業に対するあらゆる暴力を排除して、企業防衛を図ることを目的として、「大阪府企業防衛連合協議会」と「岸和田警察署管内建設業 
暴力団対策連絡協議会」に加盟しており、同協議会で開催される研修会に積極的に参加し、企業防衛に関する必要な情報の収集を行っておりま 
す。 
(3)対応マニュアルの整備状況 
「反社会的勢力対策規程」を制定するとともに、大阪府警察本部から発行される「民事介入暴力追放の手引き（企業編）」を入手し、マニュアルとし 
て活用しております。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

 

当社の会社情報の適時開示にかかわる社内体制の状況は、以下の通りです。 
 
１．情報開示に係る基本姿勢 
投資判断に影響する事業活動や重要な意思決定に関する情報を、内容や開示環境の良し悪しに関わらず、関連法規に従い、適時・正確・公平に 
株主・投資家の皆様へ提供することに努めております。 
情報開示の適時性・正確性・公平性を確保するため、「情報開示規程」を制定し、グループ全体の情報開示システムの再構築と標準化を行うとと 
もに、社内の適時開示に関連する意識の向上に取り組んでおります。「情報開示規程」において、情報取扱責任者をＩＲ室長と定め、適時開示に 
関する各部署の役割と責任を明確にしております。また、情報開示に際しては、社内の関連部署が情報開示の検討と吟味を行い、各部署が作成 
した開示資料を相互にチェックすることで、情報収集から開示手続きの適正を確保する仕組みが構築されております。 
 
２．会社の適時開示に係る社内体制について 
(1)情報取扱責任者 
すべての会社情報の適時開示は、情報取扱責任者であるＩＲ室長が責任を持って遂行する役割を担っております。 
(2)総務部責任者、経理部長 
総務部責任者は決定事実の管理を行い、経理部長は決算情報の管理を行います。東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」及び「企業 
内容等の開示に関する内閣府令」の開示項目に該当するか否かの判断に迷う場合は、ＩＲ室長は、総務部責任者、経理部長と三者間で協議を行 
い、ＩＲ室長が情報開示の要否を最終決定します。 
(3)各部門の所属長 
発生事実について、発生部門の役職員から報告を受けた所属長は、ＩＲ室長に速やかに報告を行います。  

買収防衛策の導入の有無 なし
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